
第一種フロン類充塡回収業者の廃業等を届出される方へ 
 

１ 廃業等の届出について 

 第一種フロン類充塡回収業者の登録について、法人格の統廃合や廃業、県内で

の事業中止等により、登録を継続する必要がなくなった場合、廃業等を届け出る

必要があります。 

 届出が必要な方は、廃業等届出に必要な書類を用意し、後述の提出先に   

提出してください。 

 

２ 廃業届出 

申請は直接受付窓口に持参、郵送による提出又は電子申請により行ってくだ

さい。 

直接窓口に持参する場合は、あらかじめご予約のうえ、ご来所ください。 

窓口受付時間は、９：００～１６：００となります。 

（但し１２：００～１３：００及び閉庁日（土曜日、日曜日、祝日、年末年始）

を除く。） 

 

３ 届出が必要な方 

 次の（１）～（５）に該当する方は、届出事由が生じた日から３０日以内に、

廃業等届出に必要な書類を添付して、山梨県に届け出てください。 

（１）死亡した第一種フロン類充塡回収業者の相続人 

（２）合併により消滅した法人を代表する役員であった者 

（３）破産手続開始の決定により解散した法人の破産管財人 

（４）合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した法人の清算人 

（５）山梨県内において第一種フロン類充塡回収業を廃止した第一種フロン 

   類充塡回収業者であった個人又は第一種フロン類充塡回収業者であっ

た法人を代表する役員 

 

４ 廃業等届出に必要な書類 

 次のア～イの書類をご用意ください。 

 ア 廃業等届出書 

紙申請の場合は、届出者と第一種フロン類充塡回収業者について、項目ごと

記入をお願いします。 

  電子申請の場合は、申込画面上で必要事項を入力してください。 

届出を法定代理人（行政書士等）に委任される場合は、別に委任状の添付を

お願いします。 



 イ 第一種フロン類充塡回収業者のフロン類充塡量・回収量等に関する報告

書（様式第３（第５２条関係））の届出年度分の報告書 

   廃業等届出の場合においても、法第４７条第３項に基づく年次報告書の提

出が必要です。届出年度の４月１日から「届出事由が生じた日」までの期間

について同報告書を作成し、届出書に添付してください。 

 

４ 電子申請添付方法 

 必要書類の提出・添付は、下表の方法により行ってください。電子申請におい

て、アップロードとあるのは、ＰＤＦファイルを添付するか、紙資料をスキャン

したデータ（ＰＤＦ形式）を添付してください。 

提出・添付書類 電子申請提出方法 

廃業等届出書 画面入力 

届出年度分の報告書 アップロード 

 

５ 届出窓口及び提出先（郵送の場合） 

【郵便番号】４００－８５０１ 

【住 所】山梨県 甲府市 丸の内一丁目６番１号 本館８階 

環境・エネルギー部環境・エネルギー政策課 

企画・地球温暖化対策担当 

【電 話】０５５－２２３－１５０６（直通） 

【Ｆ Ａ Ｘ】０５５－２２３－１６３６ 

【受付時間】平日の９：００～１２：００及び１３：００～１６：００ 

 

 


